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内山　　源

キイワード

　　安全教育カリキュラム、災害の科学、第２・N次災害・予防、構造化

　事故、災害は繰返されている。教訓が生かされていない。教訓となるべき研究成果も少なく、偏っており、
普及・教育も弱い。学校安全教育は、系統性、一貫性、連続性、発展性、統合性等に弱く、実施状況は断
片的でばらばらである。保健の教科書は交通事故安全と日常的ケガ中心型の教材となっており、社会の現
実や国際的状況に反映、対応していない。また、多様な災害の事実や時系列で災害の変化、推移の事実に
ついても全く欠落したままである。災害の問題性とその水準に対する対策・方略・方法・技術については
論外の状況にある。従って第２次害・N次予防などの概念、発想すら存在しない。ことに大学・大学院に
おける健康・安全教育の内容はひどい。大学における教養保健は現在でも人間中心・生物医学的内容中心
型である。例えば、リスクとハザードとの関係の論理、マネージメントの理論もない。これでは第N次予
防は出来ない。災害の事実・種類とその水準が分からなければ対応としての防災の論理は出てこない。そ
の場の安全行動だけでは防げない。防災の論理は疫学を基本として森林、草花、河川、湖沼、山岳等の自
然的環境から社会、文化的環境まで含めて構成されなければならない。つまり、従来の　物理的機械的要
因だけが対象になるのではない。食料・食品系、医療福祉系、学校、教育系等の社会、文化的要因も対象
となるものである。

１　災害の理論と安全教育の課題

　－安全教育カリキュラムの構造と構成―

　わが国でも天災から人災まで次から次へと連日のごとく生起しているが「災害の理論」にはどの

ようなものがあるのであろうか。災害に関する研究者といえばその大半が自然科学系の理学・地学

分野の地震学者、気象学研究者、火山・噴火関係の研究者、津波、大洪水関係、都市工学関係の研

究者で占められ、予知、予測を専門とした「予防」や「防災」の「人災面」の研究者は殆んど皆無

の状況にある。これを「人災面」は安全心理・管理領域1だから心理学研究者に、それらは心理外

傷トラウマの予防とケアだから臨床心理の研究者に、とする事が多い。果たして、これらで「人災、

天災」を含めた防災や予防の科学技術の研究は充たされるものとなるのであろうか。そうではある

まい。医療系、福祉系の欠落は論外として、社会、経済、政治、教育関係の対象の研究は不可欠な

内容となる。地震や大洪水等の天災は天災だけで終わるものではない。発生後、時間的経過で人災

と関連し人為2に関わる事物、事業、活動、行為と密接に交絡してくる。ここで社会科学系分野3,4

との関連が出てくる。それだけではない道徳、慣習、倫理等の文化面との関連も大きく出てくる。

　大地震で家屋が倒壊した場合、倒壊の条件によっては、脱出の時間と空間が保持される場合があ

る。自力で脱出できない心身の乳幼児とか受傷者・障害者の傷害などの条件によっては他者の援助、

救出が不可欠である。先に脱出した者が未脱出の者救出に出向くわけである。その場の自己の行為

の選択、意思決定は地震研究者とか地学等の学者に言う「思いつき」のような提言を頼りにする事

は出来ない。道徳や倫理、人間関係に関する知見、学問的成果と伝統文化の中で育まれた信条、信

念、時には信仰でさえある。救出に行けば余震で自己の生命も危険に曝される。どうするか、となる。

他者が①肉親、血族の父母の場合、妻子の場合、②友人、③知人、と④見知らぬ他人の場合、⑤知
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人ではあるが嫌われ者の場合、個人的に不快な人物の場合などでジレンマが生じる。まして⑥過去

に犯罪者であるとか、⑦生活的、業務的な敵対者・競争者である場合、その態度は微妙に変わって

来る。

　これまでの多くの美談は火中の我が子を救う母親の姿とか、教え子を救うために水中に飛び込む、

泳げない女教師の勇気とか、最近ではアメリカ・貿易センターでの消防士達の勇敢な行為である。

阪神大震災の場合いも同様なケースが多く報告されているが、研究者・委員会による成果の報告は

一般化されていない。一般化する事すらも取り上げられることはない。災害に事実は多種多様であ

り、時間的推移や空間的条件に生活行動の条件等で変化、変動し、人間側の意識や認識に対しては

風化の現象が生じてくるし、いる。どんな悲惨な事故、災害、戦禍などでも時が進み、文化の交流

や社会の様態、病理が増加したりすると、世代交替によっても一層、風化が進むことになる。災害

に事実と人間側の意識における「風化の事実」である。

　災害の理論を問うことは、そこに科学的知識、技術の成果が理論化されていれば、これを安全教

育の内容として精選し、構造化することにより、安全教育カリキュラム456 の内容化の基本的な枠

組みの構成ができるからである。この理論知識が成果として整理され体系化されていないと、現象

として情報化される内容見聞、体験の内容に限定され、過去の事象の研究成果や現実世界に生じた

多様な現象の中から選択された情報の外にあるものはその対象にならないからである。筆者はかっ

て教育学部の体育科の学生に「何で僕達はこんな細かい体の部品のようなものを覚える解剖学をや

らなくてはならないのですか、医学部や看護系の学生ではないのです。もっと現実に役に立つこと

を学びたいのです。」と云う主旨の「注文」を受けたことがある。茨城大学の体育科には当時学校

保健界の権威小倉教授がおり，筆者と２人で保健関係の授業を担当していた。生理学と解剖学は筆

者の役割となった。昭和 40 年代のことである。「解剖学」は何のために、である。「味も素っ気も

ない」学問、「面白くもない」学問で通っていた。筆者は「解剖学は、体の地図である」子供が怪

我をしたり、病気になったりした時に、教師がその地図を知っているか、いないか、によってその

対応は異なる。体の中の（ドコ）で（何がどのように壊れ、変化しているか）等の身体地図の解剖

学や生理学等の知識があればこそ対応が可能となる」「子供の体力，運動能力、身体成長、発達と

運動刺激や環境要因との関係についても身体地図の知識、理解がなければ先に進めない。もっと切

実なものは医療の看護、リハビリテーションである。これがなければ手術等の医療は不能となる。」

等と説明した。その場合、解剖学がないからと言って、その都度、生体や死体の解剖・研究をしな

がら同時に医療を実施することはナンセンスという事とになる。現実世界を忠実に「記述、説明・

予測」したものが理論である。だから、安全教育にとっても安全の科学、災害の事実に関する「記

述」と「説明」の理論が不可欠となる。

　世界的に著名なK, ポパー7はそれらを３つの世界に分けて説明した。これもまた、有名なノー

ベル賞受賞の生理学者エクルス8はポパーの３大世界を援用して生理学との関連を説明した。安全

教育においても現実世界の諸現象と科学の方法で整理、体系化された理論の世界との関連を認識、

理解し、カリキュラム構成や教材作りなどが考究されなければならない。これが基本である。これ

まで屡、「子供の実態に即してカリキュラムを作る」などのその筋の専門家が講演会等で述べるこ

とがあるが、そのためには前提となる基礎的理論が必要である。これがないと空論、共同幻想、ス

ローガン化することが多い。
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２　 災害の問題性とその教訓 - 概念，理論，教育内容化の欠如、教訓としての研究内容とその成果

の問題

　人間の生命，安全にとって最大の危機的条件、状況には戦争・大量殺戮，兵器による核エネルギー

を用いた戦闘・テロがある。これに並んで闘争・戦争ではないが原子力関係の生産工場組織・過程

における事故・トラブル・崩壊・破壊・暴発等がある。戦争でも核兵器によるものでなければ，大

量殺戮となっても当事者 /国の関係だけで被害 /損害は限定される。しかし、核エネルギーを兵器

として使用すると当事国間の関係の枠を越えて地球規模の影響をもたらすことになる。

　もう既に風化しはじめているのはチェルノブイリの原子力発電所の事故である。ソビエト国内だ

けのことではなかったのである。ヨーロッパ諸国への直接的な放射性物質の飛散・流入と間接的な

動植物への汚染による人体 /人間への影響である。当時の衝撃の映像はＴＶ等で世界中を飛び廻っ

た。その激烈さと悲惨さに恐怖した。だがその「教訓」9は何だったのであろうか。研究の成果で

あるべき「教訓」は何が残されたのであろうか。恐怖や反省，検討などの心は時と共に風化する。

新しい世代にはそれらの事象の記憶すらない。映像の心象すら持つことは少ない。社会，文化、教

育、マスコミ等においても ｢風化 ｣は移り、変動し、すすんでいく。

わが国の場合では広島、長崎の原爆被害の惨状と核兵器開発、所持等に対する心情や認識、理念

の風化である。最近では阪神大震災の風化である。そして原子力発電関係事故の風化である。茨城

県の東海村 JCOの「バケツ運搬」8による事故にも風化が始まっている。若い世代の意識9や認識だ

けのことではない。（未だに、工学系の教員がマニュアルを守れば原子力事故は防げる・マニュアル

違反を原因とする者がいる。そうであろうか、人間とはそのようなものであろうか。どうしてマニュ

アルを守れなかったか、である。事故の成立要因・条件の究明である。それでは教訓にならない。）

　風化の流れをくい止める運動がある。関東大震災等もその対象になっている。このことは重要で

ある。しかし、風化は進む。次から次への新しい事態が生起しこれに追われるからである。

　人為的危機は未然に防ぐ最大限の努力をしなくてはならない。戦争やテロ、環境汚染や人口爆発

等の国際的社会病理である。同じように人間の側で自助努力の必要なものは自然災害も、である。

これらは殆んど全てが事前防御できない。地震，大雨，洪水、落雷、火山等である。事故予防の方

である。クラークらのモデルはそれらの疾病予防について示唆している。「第２次予防」であり、「第

３次予防」である。

　地震の後の「大津波」、には多少の時間の間があるから大雨の後の大洪水・崖の崩落等の予防・

避難と同じように逃げて生命を守る可能性は残る。しかし、それでも大洪水や大津波による人命の

損傷、喪失が起こる。その都度、各行政機関を主とする防災の検討、対策・研究委員会が設置され

ているが、その「まとめ」を報告、発表すると終了する。自然災害と第２次災害に対する第２次予

防は「人災」が関わるから、それで終わってはならない。その被害に応じて関係者の責任が問われ

なくてはならない。

　しかし、これらの多くの検討、研究委員会による「まとめ」と「報告 ､発表等」の問題について

は責任が問われることは殆んどない。血友病エイズ感染者の問題についても同様である。関係企業

（ミドリ十字）等がマスコミ等の場で「あやまって」しまえば「儀式は終了」したかのように風化

し始める。

　東海村 JCOの場合は「バケツ運搬人」と JCOの管理者の方にばかり目が注がれ、原子力事業が
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関わる国家行政機関の「検査 ､監督 ､監査 ､指導、指示、協議、連絡」等の相互間における関係者

の「データの改竄、報告内容の削除、虚偽、ズレ」「情報提供、連絡等の時間のずれ」等の問題に

ついては「内的事項」である JCOの方にばかりが問われて、「外的事項」101112 の方は「政策、法律、

制度、行政、管理」等の面の問題としてその「責任」が問われることは殆んどない。

　これは一体、どうしてかである。

　ごく最近になってまた類似したことが「バレ」たのである。大企業の東京電力の原子力発電所の

問題である。類似の原子力事故、災害の事実が研究成果として「教訓」になり得ず同じ失敗、問題

を繰返している。資料１はそれらを示した。

資料－１

災害予防のための科学は工学的技術的な「モノ」の領域と同様

に「人・組織」の「外的事項」の問題にも向けられなくてはなら

ない。これまでは「現場人」が対象となり、その責任をとらされ

て「儀式の幕」が下されることが少なくなかった。スケープブー

ト方式である。従って「外的事項」の問題の「社会科学的研究」

の成果は皆無の状況にある。つまり、「教訓」「教育内容」になる

成果が乏しく弱いのである。医療、福祉界でも教育界でも「繰返

している。」トップがマスコミの前で「最敬礼」「泣き」「土下座」

でおしまい、である。これでは防げない。国家・行政側の方は「な

し」で終わる。

３　安全教育のエビデンスとしての災害研究と成果の必要

－アドボカシイの方向もー

　何故、人災を繰返すのか、である。阪神大震災ではモニュメント作り運動がある。「モニュメント」

を作って風化の防止に役立てたい願いは心情として大切であろう。しかし、もっと安全教育とか危

機管理の研究者とか専門家と自称する者はやるべきことが他にあるのである。

　重大な災害事故の「教訓」10 を研究し、その成果を残すことである。安全管理、安全教育、指導

の内容化、カリキュラム化、実践、評価まで行うことである。悲惨な事例事実のお話や人情、奮闘

物語で終わってはならないのである。悲惨な事実は何故、生じたのか、その中に「人災に関わる要因・

条件」には、どんなものがあるのか、「第１次災害」の他に「第２次災害」にはどんなものがあるのか、

（この第 2次災害までは消防署等の職員の講話で多く聞かされて来た内容である。）だが、災害は「人

災」系では「第３次 ､第４次、第５次……第ｎ次」と時間的推移・系列を経て ､因果的発展系列の

中に進んでいく。第３次災害以降については筆者のO157 発生事態や JCO事故災害に関する講演、
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報告等で繰り返し、述べてきたものであるが、現実は何も変わらない。このｎ次害の時系列上の構

造はこれまでの無数の災害、例えば「アーカンソーの竜巻」「アイルランドの飢餓、1845 年」「ヒ

ロシマの原爆（1945年）」などのいずれを分析しても第１、２次害で終わるものはない。近年ではチェ

ルノブイリの事故がある。第ｎ次災害の事実が今も続いている。学校保健界も安全教育面でも同様

である。せめて研究（者）、理論面だけでも、と考えるのだが両面で何の変化も見られない。「モニュ

メント作り」運動だけでは「第２、ｎ次予防」は不可能に近いのである。

　「教訓」としての研究成果を構築・創出することであり、これを安全科学 ､安全教育への内容化、

カリキュラム化へ運ぶことである。そして大別的に云えば「政策、法律、制度、行政」等への「ア

ドボカシイ」をすすめることである。そのためには「エビデンス」となる研究成果がなくてはなら

ない。これが専門研究者の第一の使命である。

　安全教育121314 のカリキュラム構成15161718 に当たってもよくよく熟慮して内容の検討、吟味を

深めて、従来の伝統的枠組の中に収まってはならない。それらはやはり、医学生物学系に心理学系

を付加したものになり易いからである。安全の科学も保健の科学と同様、その基盤に疫学202122 を

置くからには社会科学系の知見を必要とするものである。疾病、伝染病の疫学研究は古い、その成

果も膨大なものとなって予防や医療、福祉、健康教育、患者教育に役立てられている。健康に関す

る疫学も多くの成果をうみ出している。しかし安全に関する疫学研究は少ない。これは生起・発動

要因・原因が人為とは異なる天災によるものであるため［動因］と「人間・主体」「環境」との関

連の把握及び操作、制御の対象として「動因」を置くことが困難であるからである。

　疑似的仮想的実験は部分的局部的対象について多くなされるが、マクロな対象については殆んど

不可能事となっている。もっともこのことは疾病や健康の疫学でも単純に操作、制御可能なものば

かりではない。しかし、地震とか火山、隕石の落下等はとてもその射程には入り難いものとなって

いる。むろん、人為的な災害は別である。例えば、高校保健の教科教材に記載されている交通事故

の疫学はそれらを示す一部である。水難事故、幼児の溺死などの安全のための疫学は、人間生活行

動の生態学としてもっと研究が深められてよい。

　しかし、安全教育の内容232425 にとって安全の科学と技術の成果は不可欠であるが、安全科学技

術26 は安全の疫学研究の成果だけで満たされるものではない。これは健康教育にとっても同様で

あり、筆者はこれまで「３次元の構造」131415 を提示、説明して来た。これまでの論述はその第一

次元の内容についての説明である。つまり、安全事象の科学的事実とその認識の内容である。安全・

事故の疫学はその多くを「記述」「説明」することが可能であるが、全てを満たすことにはならな

いということである。

　それは疫学の方法自体が「大量集団」であり「横断的」研究調査であったり、分析的実験的研究

であるからである。つまり、事象を時間的に追って推移、変化を時間的関連位置や空間的関連、位

置で明らかに出来ないことである。むろん、同一の対象をコホート研究として継続的に調査する研

究のあるが、これらも全て「横断的」調査である。事故災害現象の刻々の時間的推移、変化の事実

と構造を認識、把握することは困難となる。

　そのためには事故災害の現場検証を「時間的系列」で「空間的」に「被災者の生活、行動病態、

傷害態」を追及する方法である。現象学的方法でも、エスノメソドロジｲカルな方法でもよい。事

故災害の「事例事実」の追究である。K、ポパーの「経験的記述理論」（Empirical Descriptive 
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Theory）の構成である。

　しかも、そのためには作業的理論的仮説が不可欠である。ただ現場に足を踏み入れてボランテｲ

アなり救助、救援活動に参加して観察、聴取、映像の記録もとって分類、分析したところで得られ

るものは常識的な内容の域27 を出ないことがある。

４　安全教育内容における「３次元構造」と第 2…ｎ次害事実の構造化

　筆者はそのため Concept Map － Cognitive Map 作りを大学生にさせて、その想像 ､推理による

Map と現実の検証を実施したことがある。

　先に自然的災害でも時間的推移と共に空間的にも拡大し、人為的条件・災害とし第ｎ次害となっ

て展開することを述べた。安全教育のカリキュラムの構成でもこれらの事実は教育内容として構造

化されなくてはならない。その中の一つとしての学習者の条件・認識の実態がある。次に示すのは、

if 発問・「大雨が降ると、その後、どのような事態が生じてくるか、どのように対応しなければな

らないか」の質問に対する回答例である。（対象短大２年生・平成９年・大雨と災害・安全 ､健康

との関連）

Ａさん

洪水に備え、荷物など高い所に
移動する。

様子をみる
（テレビ、ラジオなど）

各地域の避難場所へ
（学校、体育館、公民館など）

情報の把握、連絡交換 極度の不安や食料不足、
家族、友人、知人の安否など
不安がつのる。

河川・ダム・下水道の氾濫

交通機関の乱れ、停電

土砂災害

レスキュー隊や消防隊による
救助・手当て

水の氾濫による水質汚濁
床下・床上浸水
交通渋滞
家屋の崩壊
樹木、電柱、かん板が倒れる
ケガ人、事故の多発

川の流れや、家屋が崩壊した場合、
新しい家での生活など、環境が変
わる。

下流の地域
への連絡

大雨
避難勧告

避難所
生活

・情緒不安定
・体力消耗
・食欲不振

避難解除

カゼ等
体調不良

疲労
（身体・精神）

水による感染病の流行

水害での身体的・精神的に
後遺症が残る
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Ｂさん

テレビ・ラジオで情報を得る。
　　　⇧
家で様子をみる
　　　⇩
屋内の点検、見まわり、修理

もしものときの準備、対応とる
　　　⇧
学校・会社への連絡
　　　⇩
状況把握、説明

大雨

土砂災害、ダムの増水、下水道の氾濫

道路通れず車の中で待機

不安

疲労

消防によるけが人、被害の確認

水による感染病（雨の中） かぜをひく

入院生活

交通機関の乱れ、停電

雨の中避難してきた。
避難所生活
大きな不安、状況が気になり眠れない。

かぜで体調くずす（慣れない場所で大勢で生活）

食欲不振

体力消耗

家・家族・将来と様々な不安がつのる。

床上、床下浸水の被害がでる。家屋倒壊。

電柱、かん板がたおれ、樹木もおれる。

市町村より避難勧告

レスキュー隊出動

避難

早急の快腹めざし、雨の中の作業

事故発生、停電中のけが、漏電等

かぜをひく

家・家族を心配
避難解除

家族への連絡、状況把握

復旧作業

下流地域への情報発進 どろだらけの
生活用品のしまつ

街の破損箇所の整備

どろから感染症になる

感染の流行、ほっとして逆にかぜをひく。ストレスがたまっている。

入院生活が続く人もいる。

復旧

災害がトラウマになって水関係への恐怖が生まれる。

災害によって違う土地に引っ越すことになる。

けが人、家屋の破損、交通じゅうたい、事故多発等

さらに大きくなる。

避難生活が続く。

情緒面での混乱

疲労（身体・精神）

大地震と災害、健康問題との関連（高校１年生・平成３年の回答例）

Ａ　君

if 大地震　⇒（テーブル　　　　の下に隠れる
テーブル
　　　　の下に隠れる
テーブル
　机
　　　　の下に隠れる
　机
　　　　の下に隠れる）→（警報が鳴り非常階段へ）→ 助かるか助からないか
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Ｂさん

建物崩壊　　交通機関のまひ

火災発生（ガスもれ、ストーブなど）　　死傷者が出る

注）　① 地震の発生と共に机、テーブルの下に隠れる、もぐり込む避難訓練が学校で 2002 年の調査でもほぼ一
斉に実施され、消防署等職員の講諾がなされている。パターン化された機械的訓練である。これに対し
て中学生の段階では疑問や批判が出ている。学習者の条件である。
② このことは学会等でも繰り返し、発表、説明したことである。地震災害の教訓が活用されていないので
ある。Consumer health と同様、Consumer safety の教育内容化である。
③ Ｂさん、Ｃさんのコンセプトミャップにあるように、事実に反する単純化、機械的な避難行動のパター
ンが全国的画一的に学校、教育制度下にあって実施されている。これは非現実的で危険でさえある。柔
軟でフレキシブルな対応が必要である。
④ このように大人の概念枠、制度枠にとらわれると固定的で観念的なパターンとなる。Cognitive Map に
よる自由な想像と推理であり、事実による検証である。安全教育の内容、方針として採用されてよいも
のである。
⑤ 大震災の体験的事実の概念化、理論化である。これがないことには安全教育や安全管理も教訓を組み入
れ、構造化、内容化することは出来ない。
⑥むろん、教育内容化だけでは足らない。実践である。スキルも認識も態度、意欲も、である。

◦ 死亡者、重軽に関わらず多数のけが
人、行方不明者、生き別れなど、パ
ニックが起きることは必然である。

◦ 報道がいきわたるどころか全くの
遅れをしょうじる場合が多い。

◦建物の大破　　大破により下じきに

なる人がいる。

◦火事が発生　　逃げおくれて死亡者

などがでる。

◦水道管の破裂

◦地盤沈下

◦津波

◦土砂くずれ

◦電車のストップ　　一般家庭および病

院などの電気機具

がとまってしまう。◦電車がとまる

◦建物の大破　　

◦火事が発生　　

◦電車のストップ　　

報　道 救助隊の出動⇒⇒

⇒

⇒

電力ストップにより報道が全く

なされないこともある。

テレビ、ラジオ etc

海外のニュース
Ｃさん

やけど、一酸化炭素中毒など

すり傷、きり傷、骨折など

if 大地震発生

if
大
地
震
発
生
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５　安全・事故災害のCognitive Map の枠組と安全学習・事実認識

　このことは研究者の仮説作りにおいても必要なことである。しかし、学生達の「推理知図」を見

れば判るように、時間的推移で事象が変化、変動し、それらが空間的位置、関係とどのように結び

つき、それらが因果関係2728 で被災・被害者の状態毎にどのように関係しているかを提示出来る

者は院生クラスでも少ない。

　この場合の作業仮説作りは基本的モデルが必要になる。それはA. Dever1220 の修正モデルがそ

の一つであり、他の一つはクラークらの５段階水準毎の対応のモデルである。更に詳細にはコミュ

ニケーションモデルと意味論における「述定、指示、表出、反応作用」の概念枠なり、モデルであ

る。後二者についても既に学会等で報告、説明してきたのでここではふれない。前二者は広く紹介、

引用され、クラーク等の教材化はかつて高校保健教科書でもなされているのでこの２つのモデルを

用いて提示することにしよう。

　クラーク等の５段階モデルの上部には天秤型の平衡モデルが時間的系列で疾病前期と後期にかけ

て健康状態の水準との関連が「一方通行」の矢印で示されている。

　天災の発生時点で地震にしろ噴火にしろ被害を受けた住民達は、この５段階のいずれかに位置づ

けられることになる。ホイマンのモデルを用いれば６段階である。それはどのモデルを用いても基

本的な構造は変わらない。軽傷の者もいれば重傷で動けなくなっている者、さらに出血や内臓破裂

でアプローチングデスの状態に置かれている者もいれば殆んど無傷で元気な者もいる。

　これらは全て外傷・受傷による状態である。しかし、その実際は、入院患者や老人ホーム・介護

施設等の病者や障害者が受傷する場合も存在するし、した。受傷だけの健康状態ではなく、病者や

障害者の受傷による健康状態の水準・位置づけである。これらは人体の第一次災害である。

　時間の流れと共に多くの地震では火災が発生したりすると第一次災害から次の災害が生じてく

る。先に被災者には①健常者と②病者 ､③障害者及び④これらの組み合わせによる病者、障害者が

あることを述べる。これらの者はそれぞれの健康・傷害の水準において位置づけられ被災の条件が

異なりそのため対応・救助 ､救援、救急処置、看護の条件も異なることを述べた。

　問題はその次の段階である。時間的推移の中で遠方での出火の危険による第２次災害である。遠

方でない場合の出火や出水はその場で⒜被災者の病態・傷害・障害の種類と⒝健康・障害水準によっ

て大半が決まり、さらに⒞空間の条件2930 によってその対応は選択決定づけられてしまう。

　例えば、地震発生で建物が倒壊し、同室内の同僚達は外傷を受け、即死した者から出血で重傷、

軽傷の者までいたが、自分は無傷であった場合である。それでも外的空間的条件で脱出口ふさがれ・

閉ざされている時は、身体は元気自由だが外に脱出・逃避することが出来ない場合がある。重傷者

の悲鳴、苦痛によるうめき、救助しようとしても身動きがとれない場合の密閉空間の条件である。

このとき、外では火災が発生し煙が室内に熱風等と共に入り込んでいる状態は、まさに第２次災害

の地獄図である。事実、大震災時に父親が壁・瓦礫の間から首だけ外に出して「別れの声」を発し

たという悲惨な事例が報告されている。

　「第２次災害」である。生活空間における要因・条件である。これらは健常者に対しても決定的

事態を与えることになる。だから、他の病者等においては容易に認識､理解できる。病院や老人ホー

ム・福祉施設の倒壊、出火等による第２次災害である。

　生活環境・生活必需品・施設・設備・水道・ガス・電話など・エネルギー等への第一次災害・破
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壊、分断、亀裂、倒壊等は、次に第２次災害で被害を受けなかったり、軽度な地区住民にも「第３

次害」をもたらすことになる。水道水、下水道の使用不能・トイレ汚染、入浴、清潔 ､掃除 ､消毒、

医療処置行為 ､食品生産、流通、交通等の制限、不能化等である。電気もガスもTV、パソコン等

も交通機関、連絡通信手段の制限、不能 ､混乱等である。口コミ、デマによるパニックの「第４次

害」である。黒死病・ペストの流行時のユダヤ人の殺戮や関東大震災時の韓国人の虐殺などである。

６　安全管理、教育における事故災害時の問題性・水準３次元の判断

　「水が飲めない」「トイレも使えない」「食べ物がない」「連絡もとれない」「夜は眠れない」「被災

者・避難者間でトラブルが発生する」「盗難、奪い合いの暴力が発生する」「弱者、病者は無視、放

置 ､差別される」などとなると第３次害における生理的欲求の不充足・不満からこれらも「第４次

害」化へ移行する。

　これらの「第４次害」が外部者や他国からのボランティア、救援活動によって物質的には全て満

たされたとしても、これで収まるわけではない。失われた家族､妻子のいない避難空間での生活、夫、

子どもの焼死とそのイメージ･自責・恐怖・慙愧、自分だけの孤独と生活力への不安等、「心的外傷」

の発生である。これも大きい。

　これらも多く報告されたので省略する。孤独な老人の自殺などである。かなりの時間の経過を経

てからの災害・「第５次害」である。自死に至らずとも入院したり、医療を受けている者がいる。

身体的には健康状態にあるのだが精神的、社会的に病み、生活が成り立たない者の存在である。

　しかし、この「第 5次災害」はどこの地域、どこの国でも共通に「位置」するものではない。比

較的生活水準の高い工業化・都市化社会・先進国に限定されることになる。そうでないところでは、

「水も飲めない」から少々の「汚水でも飲んでしまう」　汚物が放置され、小動物、ペットの死骸も

そのままになっている。食物も十分でないから体力は落ち免疫力は低下する。健康時には平衡を保

持していた状態は崩れ、病原体が力を発揮する。伝染病・感染症の流行である。

　第５次災害は「悪疫の流行」である。わが国の場合は公衆衛生、保健、医療等で高い水準にある

ためにこの災害は免れたが、発展途上国の場合はこれが「第５次災害」となって出現する。これら

による病死や病者化等である。従って心的外傷（トラウマ）は「第６次災害」と位置づけられるこ

とになる。

　さらに地震発生時から相当の時間が流れて第１次、２次災害は「終了」したかに見える時点でも、

これらの被災者に残された問題は少なくない。職業の失職、失業，転職、勤務先の移動、地位の異

動等であり、また、居住地の移動や子どもの学校生活、転校等による問題である。病気や障害によ

る労働力・スキルの変化、低下はそのダメージが大きい。そのことは子どもについても同様である。

火傷の痕跡や不具･障害は劣等感、いじめの対象となっている。

　これらはO157 の場合にも起きている。外観的には何も異常がみられないのにO157 の発生地域

からの子どもや家族，感染者の子どもに対してが「距離保持行動」である。筆者の経験例で云うと

「赤痢発生時･学校」に弟が通学し、感染はしていないのだが、発生校ではない中学校に通う兄の方

が「赤痢来るな」「バイキン近寄るな」等となり、母親から電話相談、依頼された事がある。

　父親の場合、労働力低下による収入（源）の低下であり，子どもの場合、劣等感、人間不信、自

己概念の劣化等である。これらは「第７次災害」とも云うべきものであろう。次の図１（図６）は
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O157 発生時の関連図を基本にして関連性を示したもの9である。これと類似する枠組で安全･事故

･災害の時間的推移と空間的変動、変化及び被災者の行動、生活と社会、文化的環境との関連で認識、

理解、つまり災害事実の因果的連関に対する学習が必要になる。

図１　天災、人災、事故、災害の発生事態と時間的空間的推移・展開の関係とその対応

注）① 図１は図６のO157 発生時のモデルをベースにして問題の展開と問題性と問題水準への対応の基本
的構造を示したものである。

人間（Host）×環境（Environment）→時間的推移、空間的拡大

天災、人災

疾
病
水
準

傷
害
水
準

注）①  O-157 病原体を病因として、非単一要因的条件で発病・結果した病者は、生物医学的存在として社会、集団において容認、許容され
ることはない。

　　②存在は２肢体的、４肢体構造において意味をもつが、単純化して病者の存在は他者との関係・意味・メタファーの付与、生成をつくり出す。
　　③ さらに単純化して病者であること、病者が他者共同空間、時間枠の中に存在すること（原因）が感染、発病、死等への不安、恐怖とい

う結果・影響となって、弁証法的展開網をつむぎ出す。
　　④社会的事実、文化的事実と問題性である。
　　⑤ 問題に対して対応・解決の方策・方法が組みこまれるが、これらは必ずしも適切、有効であるとは限らない。そこで方略・方策上の新

たな問題が生じてくる。
　　⑥ その問題事実は対象化され、認識対象の事実となるから（D-1）次元に移る・転換することになり、ここから、また、別の（D-2）次

元を生むことになる。
　　⑦ 図中の（D-1- ②）はその関係を示したものである。（D-3）次元には、D-2 の問題事態への対応で（+）もあれば（－）もあり、それ

が新たな次元構成を生みだすことになる。
　　⑧最近の風評被害論は必要であるが、これだけではない。構造的総合論でなくてはならない。
　　⑨ （D-2- ①）を機器・技術清貧の病理水準と置くと、それに対する対応、処理、管理等の（D-3- ①）が必要になり、ここではまた、管

理、運営等に関する人間関係・倫理等の問題（D-2- ②）が生じ、さらに（D-3- ②…ⓝ）へと展開する。
　　⑩ むろん、工場、機器の病理はそれが原因となって、作業員へ傷害・疾病をもたらすこともあるので、その対応は図６の原モデルに従う

ことになる。

図６　 伝染病・O157 発生時における子どもの生物医学的事実次元と問題性・軸の変換・転換・交換推移、
展開（⑧⑨⑩ JCO事故関係）
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　これまでの安全教育ではせいぜい「第２次災害」で終わっており、さらに「問題水準」との関連

が構造的に提示されていないから、問題への対応がかなり欠落したものとなっている。つまり、教

訓化すべき「内容」が不足、欠如していたことになる。安全教育、研究の重要な課題である。

７　災害・受傷・疾病と判断，決定

　災害の事実が時間的次元で推移、変化し、それに伴って空間的次元で内容，位置、関係も変動，

変化することでその中に生きる人たちの行動、生活も変わっていくことわ「災害の事実」として認

識したり、理解しない限り、その対応である予防や救助，救援，医療，福祉，保健等の方法 ,、対

　等は出て来ない。

　第 3次害や第６次害の存在を認知、認識しない者は「災害の事実」は存在しないことになるから、

それらの事実がどの水準にあるのか、どれほどの問題なのかを理解しようがない。従って対応 , 救

護等の方策など全く意識外のことになる。これは阪神大震災の際にも起きた。海外の救援隊に対す

る国側の対応である。

　先方は災害による「トラウマ」への専門家の送り込みを申し入れたが「それは必要なし」で当初

の時点で「お断り」している。

　事実認識の重要性である。これをミスすると、その後の方は全て狂ってしまったり、ずれたり遅

れたりすることである。

　安全教育のカリキュラム作りに当たってはよくよくこの種の事実認識の重要性を考慮しておかな

くてはならない。そのためには災害事実の時間的、空間的構造を因果系列に沿って構成することが

基本であり、最低限の構造としなくてはならない。

　事実認識の対象はこれらの「モノ」的な因果系列に配置される関係態だけに終わらない。人と人

との言語、非言語を通したコミュニケーション関係に置ける多様な事実である。

　子どもが災害・受傷して手足から出血していると、それを助ける他者がいる場合、失神状態を除

いて何らかの交流がある。例えば校内で中学生が受傷して保健室で手当てを受ける場合、両者が無

　　②地震等の自然災害でも災害が時間的展開で人災と関係し、安全の性格と水準は異なってくる。
　　③ 安全事故・災害と重ねと複雑になるので、基本型として伝染病のモデルを示した。それにしても伝

染病予防モデルの３原則での対策は重大である。例えば西ナイルウイルスである。これも安全との
関連である。

　　④ 学校安全・避難訓練もパターン化されたままである。このモデルに重ねて学習者の条件が必要であ
る。

　　⑤ 災害の経験的事実が教訓化されるように、概念化、理論構成され、安全教育の問題化、カリキュラ
ム化等まで研究、検証、実践されなくてはならない。これがソーシャルニーズの一つである。

　　⑥安全教育領域でも大きな問題と小さな問題との混同、混合があり、大きな欠落となっている。
　　⑦ さらに、Risk と Hazard との関連について、また、リスクコミュニケーションについても安全教育

内容化が必要である。
　　⑧ 同じように、原因と結果との関係、Risk factor, Variable risk factor, Causal risk factor などについ

ても教育内容化、教材化がなされなくてはならない。
　　⑨ 事象・事態の発生と因果的時間系列の過程で第２・ｎ次ハザードが生じ、損害・ダメージ、災害は

展開する。被害者側の危険である。
　　⑩ ハザードには（ヒト）（モノ）（コト）・環境のハザードがあり、（モノ）だけが潜在危険なのではない。

これらも教育内容化されなくてはならない。

61



（13）学校安全教育の課題とその改善

茨女短大紀№ 32（2005）4-13

　救急事例に対応する場合、適切な判断が必要になる。その判断には①医学的事実判断とその
他の生活的社会的事実判断（科学的認識の対象となる事実判断　第一次・D－１）があり、②
それらの事実はどのような意味を伴い、どのような問題の種類、性格があって、どのレベルの
問題か、軽いのか、重篤なのか等の問題性・水準（第二次・D－２）がる。さらに救急的対応
の方法、技術、方略等の選択、決定等の判断（第三次・D－３）は②の問題性に対応すること
が求められる。以下は養護教諭が扱った事例である。これらは事実判断に関する正確な記述か
ら、概念化、理論化に進められなくてはならない。
　事例１　中１女子　診断名：右膝打撲。　朝練の準備中卓球台に右膝をぶつけた。保健室で
養護教諭が見ると圧痛、腫脹、発赤はあるが歩ける状態だった。生徒の顔はこわばっていて状
況を自分で説明できず、質問に対してもはっきり答えられなかった。これは後でけがのためで
はなく、ふざけていてのけがだったため、「痛い」と言えなかったことがわかった。症状から見て、
骨折ではない判断、冷却し様子をみることにした。３時間後副担任につき添われて来室。副担
任の方がけががひどく骨折ではないかと不安や心配をもった。副担任の様子が生徒を不安にし
てしまった。大事をとって受診することになった。検査結果は骨折はしていなかった。養護教
諭、副担任の精神面での配慮が足りなかった。
　事例２　中２男子　診断名：左腎臓破裂。　校内マラソン大会当日。芝生で準備運動として
馬跳びをしていて相手の体にひっかかり、落下し、腹部を打った。直後腹痛を感じたが、腹部
打撲のことは教師に言わなかった。側で見ていた教師も本人が大丈夫というのでそのままにし
た。レースに参加。走っている途中腹痛のため時々休んだ。普段からがんばりやなので 2.2 ㎞
完走した。走り終わった後、腹痛、吐き気を訴え動けなくなった。養護教諭は本人の話から内
臓破裂を疑い、受診。夕方多量の血尿が出て、一ヶ月の入院加療。マラソン等の時異常を感じ
たら無理をしないで中止し教師に連絡するよう話し合っているが子どもはなかなか「中止する」
ことができないようだ。
　事例３　高１男子　診断名：自然気胸。　医師からは安静、運動禁止が指示されていた。保
健室に息苦しさや、胸部圧迫を訴えて休養することが続き、先輩や同学年の部員に遠慮して部
活をやっていることがわかった。養護教諭は顧問、担任と話し合い、部活を中止させる。本人
が部活が生き甲斐としている心情を理解しながら指導した。多少具合が悪くても根性があれば
できるという雰囲気が強く、１年生は休むと言いづらい。顧問も相当具合が悪くてもがんばっ
ている生徒をやめさせようとはせず、「やる気がある」と評価している。

資料－２

８　子どもの受傷と学校安全、教育における倫理、道徳との関連・３次元構成

　これらの事実から何が見えてくるであろうか。どんな問題が存在しているか、が分かるであろう

か。事実の意味であり、問題性の認識である。救急処置、看護の際に、言語の交通・交流の事実に

おいて受傷者・子どもの心理・精神的側面の事実と生活社会的側面における他者との関係 ( 担当、

友人、保護者等 ) との事実が欠落していたのである。

　それは、これらの活動事実が存在しているにも拘わらず専門書・テキスト・論文等に「記述」も「説

明」もなされていないことである。これらについて先述の通り学会等で報告、説明した。問題はそ

れだけではないのだ。対応の際の選択、意思決定の根拠となる事実の判断である。そこに問題が存

言・無交流であることはない。事実の認知、認識から始まって養護教諭による対話･会話、問診、視診・

観察、触診等がすすめられる。判断事実の確認のための会話である。

　次に示すのはそれらの事例であり、共同研究者の中村と共に、既に日本学校保健学会、日本教育

医学会等で発表、報告したものである。（資料－２）
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在していること、そして、これらは「記述」も「説明」もなされていないことである。

　コミュニケーションの際には相互に正確な事実の情報が伝達・交流されるものとは限らない。対

象者との関係において「情念・情感」を伴い「利害、地位、権力の関係」が存在するからである。

対応の処置看護を受けることによって子どもの側は自己価値の実現に向かって好都合、有用、有効

であれば、そのまま進行することになるが、そのことで不利や恐怖等の条件が付くことになれば対

話・交流の内容は異なってくることである。

　先述の事例はそれらを示している。つまり、子どもの側の会話の中に①虚偽・ウソつきのことば

があること、②事実の意図的改竄と③捏造があり④事実の一部分限定・秘匿⑤偏見等が入ってくる

ことがあることである。試合出場のレギュラーから落ちないようにするために「激痛」があるのに

「少し痛い、大丈夫ですよ」と我慢、ウソをつくとか、逆に激しいトレーニングを避けるため、また、

「いびり、いじめ」から抜け出す為に苦痛を訴える、ことなどである。

　これらはⅰ）受傷者等・子どもとの対応に関する関係であり、道徳、倫理に関わる次元である。

　次はⅱ）養護教諭自身がそれらを他者に対して報告、連絡、相談等をすることである。これは職

業倫理に関する事項である。

　さらに、ⅲ）は他者・管理職等の上司や同僚によるこれらの指示、命令、示唆等である。子ども

が転んで頭をうち軽い出血が見られる受傷の状態に対して、養護教諭は転んだ状況や出血等の心身

の症状を観察・視察、問診等や友人の証言等で判断し、保健室内での止血処置等で済むものと判断

していたところ、管理職から頭部の外傷は直ちに病院に連れて行くようにきつい指示がだされたり

することがある。管理職からの指示･命令で養護教諭は自己の専門性における医学的判断や子ども

との対話における教育的判断、生活的判断をしたものが覆されて不本意乍ら、管理職の非医事的判

断・自己価値実現・利害関係の判断で抑圧、変更させられる事実である。

　つまり、子どもや上司の、自分のために「よい」ことは、指導・指示･命令・示唆等の内容にお

いて必ずしも「善」ではない。そこに「ウソ」･虚偽、不正・利害等があるからである。「先週も子

どもが校内で大怪我をして救急車を呼び、保護者からどうなっているのだと文句が来た」のに「また、

今週も子どもに頭部出血の受傷となると、あちこちでいろいろとうるさくやかましくなるから、こ

こは出来るだけ静かにしておいた方が良い」「保健所に云うと職員がやって来ていろいろ面倒な書

類など出てくるから、静かにしておいた方がよいよ」などである。学校文化、権力による支配である。

　同じようなことは「他者」父母・保護者についても、である。養護教諭と保護者との双方におい

てこれらの道徳や倫理に関わる問題事実が生起することがある。子ども・可愛さ余って「暴言、詰問、

脅迫めいた」注文、要求が出てくる。問題の子どもが地域の有力者に関係する場合、学校内での「ご

たごた」が続くとそれが外部にもれ、「議員先生」登場し「まとめ役」をかって出ることがある。

　もう 15 年ほども前になるが校内暴力・中学生・中学校が荒れた時期があった。廊下をバイクで

突きぬける。窓ガラス破壊や消火用ボンベの粉を撒き散らし、体育館・講堂のマイク・拡声器を破

壊する。校庭にとび出しては女子中学生をバイクで追いまわす、タバコを口に咥えて乗りまわし、

教室の中へ投げ入れる、軍艦旗を掲げて自転車隊が隊列を組んで郊外に抜け出て行く、そしてケン

カ、暴力沙汰である。

　鼻血を出した中学生が保健室にやってくる。医学的手当ては直ちになされ、済む。しかし、被害

者と加害者、担任、校長、学校側と保護者、教育委員会との関係は極めて複雑である。その中に地
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域の有力者が関わるともっと複雑になってこじれることがある。

　医学的には「鼻出血と応急処置」であるが、これに関わる学校保健、教育、学校と社会、文化と

の関連には大きく「道徳」「倫理」や「権力」「地位」「利害」等の問題を内包している。医学的事

実判断の他に「正義、公正、公平、平等、自由、抑圧」等の倫理に関わる判断、教育的判断と決定

が関与しているのである。先述の「２・N次害」の判断についても「三次元」にそれぞれあり、こ

れらの非医学、医事的判断が存在している。救急の対応・処置、看護は安全教育の内容として不可

欠であるが、安全教育、安全管理についても全面的改善、改定が求められる。

　小・中・高校は学習指導要領であるが、大学と保育・幼稚園も当然、その対象となる。幼稚園の

５領域の健康領域の内容は安全管理、安全教育との関連でみるとき大きな「ずれ」「欠落」となっ

ている。高　教育・大学院の方はさらにひどい。安全教育の内容構成に当たっては「選択・構成原

理」の第一原理・基準の「３次元構成」の構成からその展開が求められる。これまでのものには事

実認識から欠如したものが少なくない。第２原理の学習者の条件、第４原理・社会のニーズ、関与・

共同の条件も大きいが第一原理・事実に関する「記述」「説明」は欠かせない。
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